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ごみ処理手数料等の改定について（答申） 

 

 

令和７年１０月２８日付け７資第１２７３号で諮問のごみ処理手数料等の改

定について、本審議会で審議した結果、別紙のとおり考え方をまとめ、意見とし

て答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

は　じ　め　に 

 

　亀岡市においては、２０２３年（令和５年）３月に策定された亀岡市ゼロエミ

ッション計画に掲げられた「それって本当にごみ？ 人と資源が環る持続可能な

まちづくり～みんなで力を合わせて次の世代につなぐ“ふるさとかめおか”～」

を基本理念に、目標年度である２０３３年度（令和１５年度）に向けて２０２１

年度（令和３年度）と比較して「ごみ排出量の１６％削減」、「資源化率５０％」

の達成を目指して、各種施策が進められている。 

　亀岡市が運営するごみ処理施設については、焼却処理施設である桜塚クリー

ンセンターは竣工から２９年経過していることで老朽化が進み、修繕経費が上

昇しており、近い将来にはごみ処理の広域化も含めた今後のあり方についての

検討が必要になってきている。また、埋立て処分場であるエコトピア亀岡は竣工

から１９年経過しており、埋立処分ができる期間にも限りがある。そのことから

も、廃棄物処理量の低減を図り、各施設への負担を軽減することが市民共通の喫

緊の課題であると認識している。 

　こうした課題を解決すべく、亀岡市においては、２０２０年度（令和２年度）

から開始した埋立てごみを資源化物と埋立て処分する物に選別する「埋立てご

み中間処理事業」や、２０２３年度（令和５年度）から実施した「ごみの分別区

分の拡大」や「ごみ袋の名称変更」により、２０２４年度（令和６年度）にはご

み排出量を約９％削減でき、ごみの減量化について一定の成果を挙げられてき

た。 

　しかしながら、亀岡市内のごみ処理の現状をみると、昨今の物価高騰や社会情

勢の影響による処理施設の維持管理経費を中心とした処理費用の上昇に加え、

粗大ごみの施設への持込量の大幅な増加など市民の排出動向が変化する中で、

事業系ごみの削減は進んでおらず、資源化率も２０％弱にとどまっている状況

にある。 

　このような現状を打破し、ゼロエミッション計画に掲げた目標を達成するた

めには、循環型社会へと市民の意識変容や行動変容を促し、廃棄物処理から循環

型社会へ移行する社会構造の変革を進める仕組み作りが必要である。 

　ついては、循環型社会の形成をより一層推進するために、以上のことを申し添

えて当審議会の答申とする。 

 

 

 

 



ごみ処理手数料等の改定について 

 

１　諮問趣旨 

　本市では、亀岡市循環型社会推進条例に基づき、市内の家庭から排出される燃やすし

かないごみや埋立てるしかないごみについては、受益者負担の観点から、有料袋（１L

あたり１円）を採用しており、資源ごみについては、ごみ袋の指定は無く、処理施設へ

搬入する際の処理手数料も徴収しておりません。 

また、粗大ごみ及び事業系ごみを処理施設へ直接搬入した場合には、１０㎏あたり

１８０円の手数料を徴収し、粗大ごみを各家庭から収集する場合には、品目ごとに分類

のうえ、手数料を徴収しているところです。 

現在、徴収した手数料はごみ処理費用に充当しているところですが、徴収金額では、

ごみ処理費用に対して不足しており、多くの不足分を税金で賄っています。 

また、受益者負担の観点から、適切にごみを減量いただいている市民の方が報われる

施策とするために、ごみ処理手数料等を見直し、適切な受益者負担を求めていく必要が

あるものと考えているところです。 

つきましては、下記ごみ処理手数料等の改定について、貴審議会に意見を求めるもの

であります。 

・燃やすしかないごみ袋・埋立てるしかないごみ袋の料金 

・資源ごみの処理手数料 

・処理施設へ搬入する際の処理手数料 

・粗大ごみの品目見直し及び処理手数料 

 

２　審議結果（答申） 

亀岡市循環型社会推進審議会では、２０２５年（令和７年）１０月２８日付けで亀岡

市から「ごみ処理手数料等の改定について」の諮問を受けたことから、４回の審議会で

精力的に議論を重ねてきた。 

　近年の物価高騰や社会情勢の影響により、ごみ処理費用の上昇を鑑みて、処理手数料

を改定することは、一定、理解するものである。 

　しかしながら、現在の社会状況をみても経済的困窮等の様々な理由により、生活支援

を必要とする方たちが増加傾向にある。こうした中でも、ごみの排出は日常的かつ避け

られないことでもあることから、そういった方たちを置き去りにしない対策を福祉分野

と連携しながら検討していくことを要望する。 

　また、燃やすしかないごみ・埋立てるしかないごみと資源ごみの処理手数料に差を設

けることによる更なる資源化への誘導や、生ごみ処理機等の活用によるごみの減量化に

取り組むことで、市民の負担軽減及び地域での資源循環につながるような仕組み作りも

必要になってくると考える。 



　以上のことから、当審議会としての基本的な考え方を答申するものであり、今後は、

市民、事業者へのきめ細やかな周知により理解と協力を得る中で、具体的な施策の推進

に努められることを願う。 

 

（１）燃やすしかないごみ袋・埋立てるしかないごみ袋の料金および資源ごみの処理 

手数料 

　資源ごみが有料化された場合、燃やすしかないごみ・埋立てるしかないごみとの料

金差が小さくなるようなことがあれば市民の分別意欲が削がれ、分別率が低下する恐

れがあるため、資源ごみと既存ごみ袋との料金差については、市民の排出動向を勘案

しながら慎重に設定していく必要がある。 

一方で、資源ごみと既存ごみ袋との料金差を広げる形で料金改定を行った場合には、

資源化への更なるインセンティブを高めることができ、市民排出における資源化への

誘導が促進できるものと考える。 

　以上のことから、ごみの発生抑制には引き続き努めることとしながら、現時点では

資源ごみの有料化は行わず、既存ごみ袋を現行料金の２倍である「１Lあたり２円」

とする改定を行うことで、市民のリサイクルの動機づけを高めることができ、より効

果的な資源化への排出誘導が行えるものと考える。 

　また、ごみ袋の料金改定については、市民生活への影響も大きいことから、市民に

対して丁寧な周知を行い、理解と協力を得る中で実施していくように要望する。 

 

（２）処理施設へ搬入する際の処理手数料 

　処理施設へ直接搬入されるごみについては、大半が事業系一般廃棄物であり、これ

までは事業系一般廃棄物の減量および資源化に踏み込めていなかったことから、事業

者に対する分別のインセンティブを機能させるためにも、市民負担と同程度の負担増

（現行料金の２倍）を求めることに加え、国の指針でも処理原価相当（令和６年度燃

やすしかないごみの処理費：３７４円/１０kg）の料金を徴収することが望ましいと

されているため、「１０kg あたり３６０円」とする改定を行うことで、受益者負担の

適正化につながるものと考える。 

　また、この手数料改定に合わせて、一般廃棄物の適正な処理を推進するためにも、

展開検査などの実施による事業者への動機づけを行うと同時に、資源化に向けたごみ

分別について、より一層周知することを要望する。 

 

（３）粗大ごみの処理手数料及び品目見直し 

　　粗大ごみの処理施設への搬入手数料については、搬入量が増加傾向にあることや不

正な越境ごみの対策という観点からも、近隣市の手数料状況を勘案する中での事務局

の料金改定案は合理的である。 



　家庭収集については、現在は品目別に料金が設定されていることで手数料区分が多

岐にわたっているため、手数料区分を簡略化することによる市民に分かりやすい料金

体系への改定は適当であると考える。 

　以上のことから、粗大ごみの処理手数料及び品目見直しの改定については、下記の

とおり、改定とすることが望ましいといえる。 

　また、今回の品目見直し及び手数料改定をきっかけに不法投棄の増加に繋がらない

よう、今後とも、手数料改定の影響を注視しながら不法投棄対策に取り組むことを要

望する。 

 

〇処理施設への搬入手数料 

搬入量が５０kg以下　→　一律１，０００円 

搬入量が５０kg超え　→　一律１，０００円＋４００円/１０kg 

〇家庭収集の品目 

長さを基準とした４区分に見直し 

１ｍ未満　　　　　　　→　　　６００円 

１ｍ以上１．５ｍ未満　→　１，０００円 

１．５ｍ以上２ｍ未満　→　１，４００円 

２ｍ以上３ｍ未満　 　 →　１，８００円 

 

 

付属書類 

１　一般廃棄物分別種別の拡大及びごみ袋等の手数料の改定について（諮問） 

２　亀岡市循環型社会推進審議会開催経過 

３　亀岡市循環型社会推進審議会委員名簿
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亀岡市



 　　７ 資 第 １ ２ ７ ３ 号 

令和７年１０月２８日 

 

 

亀岡市循環型社会推進審議会　 

会長　　原田　禎夫　様 

 

亀岡市長　桂川　孝裕　　　 

 

 

ごみ処理手数料等の改定について（諮問） 

 

 

亀岡市循環型社会推進条例施行規則第３条の規定に基づき、下記の事項につい

て諮問します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１　諮問事項 

（１）　ごみ処理手数料等の改定について 

　　　　　　・燃やすしかないごみ袋、埋立てるしかないごみ袋の料金 

・資源ごみの処理手数料 

・処理施設へ搬入する際の処理手数料 

・粗大ごみの品目見直し及び処理手数料 

 

 

２　諮問趣旨 

別紙のとおり 

 

 

 



（１）ごみ処理手数料等の改定について 

本市では、亀岡市循環型社会推進条例に基づき、市内の家庭から

排出される燃やすしかないごみや埋立てるしかないごみについては、

受益者負担の観点から、有料袋（１L あたり１円）を採用しており、

資源ごみについては、ごみ袋の指定は無く、処理施設へ搬入する際

の処理手数料も徴収しておりません。 

また、粗大ごみ及び事業系ごみを処理施設へ直接搬入した場合に

は、１０㎏あたり１８０円の手数料を徴収し、粗大ごみを各家庭か

ら収集する場合には、品目ごとに分類のうえ、手数料を徴収してい

るところです。 

現在、徴収した手数料はごみ処理費用に充当しているところです

が、徴収金額では、ごみ処理費用に対して不足しているのが現状で

あり、多くの不足分を税金で賄っております。 

また、受益者負担の観点から、適切にごみを排出いただいている

市民の方が報われる施策とするために、ごみ処理手数料等を見直し、

適切な受益者負担を求めていく必要があるものと考えているところ

です。 

つきましては、下記ごみ処理手数料等の改定について、貴審議会

に意見を求めるものであります。 

 

・燃やすしかないごみ袋、埋立てるしかないごみ袋の料金 

・資源ごみの処理手数料 

・処理施設へ搬入する際の処理手数料 

・粗大ごみの品目見直し及び処理手数料



亀岡市循環型社会推進審議会開催経過 

 

１.第５７回審議会　令和７年１０月２８日（火）　 

（１）諮　　問 

　　ごみ処理手数料等の改定について（諮問） 

（２）報告事項 

・指定ごみ袋の仕様変更について 

　　　　　・使用済紙おむつの分別収集について 

　　・粗大ごみの予約制導入について 

（３）審議事項 

ごみ処理手数料等の改定について（その１） 

 

 

２.第５８回審議会　令和８年２月１８日（水） 

(１)審議事項 

 ごみ処理手数料等の改定について（その２） 

 

 

３.第５９回審議会　令和８年３月２４日（火） 

(１)審議事項 

 ごみ処理手数料等の改定について（その３） 

 

 

４.第６０回審議会　令和８年４月２１日（火） 

(１)審議事項 

 ごみ処理手数料等の改定について（その４） 
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